
別紙 
「佐賀市マンション管理適正化推進計画（案）」に関するご意見と市の考え方 

 

ご意見 市の考え方 

法に則り適正にマンションを管理している管理組合とそうでない組合とは、やはり

差別されるべきです。また、適正に管理されていない組合へは、県や市が行政指導・助

言を行うべきであると思います。計画案の添付資料を拝見すると、これまでされてこ

なかったために、どうあるべきかを知らずに経過してきていると思え、県や市にも責

任の一端があると思います。 

しかし、適正に管理されている組合でも、その内容によりレベルの差があるでしょ

う。 

 ・区分所有法を順守している組合とそうでない組合 

 ・国交省の雛形に準じた形式の管理規約を制定している組合とそうでない組合 

 ・国交省の雛形に準じた形式の管理委託契約書を使用している組合とそうでない組

合 

 ・長期修繕計画を作成していて、定期的に見直しをしている組合とそうでない組合 

 ・大規模修繕工事を周期的に実施してきた組合とそうでない組合 

 上記で、国交省の雛形に準じた書式を使用しているか否かは特に区別する必要はな

いですが、何のために国交省が雛形を作成しているかを認識しているかの有無は必要

だと考えます。存在を知らない組合もあるでしょう。 

 少なくとも、管理規約がないとか修繕計画がないというのは、マンション管理以前

の問題です。そういう組合とちゃんとしてきた組合とは、認定において差別されるべ

きだと思います。 

 今後は、管理組合同士の横のつながりが欲しいと思っています。情報交換や組合独

自の問題解決のための相談相手がやはりほしいと思います。佐賀市が仲介して制度の

立ち上げにご尽力いただければ幸いです。以上 

①「佐賀市マンション管理適正化推進計画」を策定した際には、

計画の中に掲げる「佐賀市マンション管理適正化指針」に基づき、

マンション管理の適正化を図るために必要な助言及び指導を行

うことが可能になるので、計画の策定後に助言や指導を行いたい

と考えております。 

②管理計画認定制度において、佐賀市では、国と同一の基準を満

たすことを認定の条件にしております。その条件の中に管理規約

や長期修繕計画の作成等が含まれています（計画案２７ページ参

照）ので、認定において差別化は図れるものと考えております。 

③管理組合同士の横のつながりが欲しいというご意見につきま

しては、毎年１１月に開催しているマンション管理基礎セミナー

において、多くの管理組合の方々が参加されますので、その場で

意見交換する機会を設けること等を検討したいと考えておりま

す。 

 

佐賀市マンション管理適正化推進計画は５年後に見直しをか

けることとしており、また、計画期間中においても、記載内容の

変更や事業の追加等が可能となっており、策定後も必要に応じて

適切に対応し、国や先進地等の動向にも注視していきたいと考え

ております。 

 


